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告 示

島根県告示第233号

測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札参加資格審査要綱（平成13年島根県告示第272号）の一部を次

のように改正する。

平成23年３月25日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第２条第２項を次のように改める。

２ 次の各号のいずれかに該当する者は入札参加資格審査を受けることができない。

⑴ 政令第167条の４の規定に該当する者

⑵ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する測量、建設コンサルタント業務、地質調査若しくは補償コンサ

ルタント業務又はこれらに準ずるものとして、島根県発注業務委託等からの排除要請があり、当該状態が継続してい

る者

附 則

この告示は、平成23年４月１日から施行する。

島根県告示第234号

島根県建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱（平成13年島根県告示第273号）の一部を次のように改正する。

平成23年３月25日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第２条第２項を次のように改める。

２ 次の各号のいずれかに該当する者は入札参加資格審査を受けることができない。

⑴ 政令第167条の４の規定に該当する者

⑵ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、島根県発注工事等から

の排除要請があり、当該状態が継続している者

第４条第２項第７号を次のように改める。

⑺ ハートフルしまね（島根県公共土木施設愛護ボランティア支援制度をいう。以下同じ。）における実施団体として

の登録及び活動の状況

第６条第１項中「、第５号及び第６号」を「及び第５号」に、「及び第17号」を「から第18号まで」に改め、同項第17

号中「ハートフルロードしまね又は島根県河川等美化作業傷害保険が適用される河川若しくは海岸愛護団体」を「ハート

フルしまね」に改め、同項第18号を同項第19号とし、同項第17号の次に次の１号を加える。

⒅ 労働安全講習受講実績報告書（様式第13号）（土木一式工事又は建築一式工事の入札参加資格の認定を受けようと

する者のうち、建設業労働災害防止協会の実施する労働安全講習の受講実績のあるものに限る。）

別表を次のように改める。
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（第４条関係）別表

工 事 種 類 許可を受けた建設工事の種類

一般土木工事 土木一式工事（土）

○とび・土工・コンクリート工事（と）

○鋼構造物工事（鋼）

舗装工事 ほ装工事（ほ）

鋼橋上部工事 鋼構造物工事（鋼）

プレストレストコンクリート工事 土木一式工事（土）

港湾工事 土木一式工事（土）

○しゅんせつ工事（しゅ）

機械設備工事 機械器具設備工事（機）

○鋼構造物工事（鋼）

塗装工事 塗装工事（塗）

造園工事 造園工事（園）

さく井工事 さく井工事（井）

冷暖房衛生設備工事 管工事（管）

○熱絶縁工事（絶）

○消防施設工事（消）

法面処理工事 とび・土木・コンクリート工事（と）

維持修繕工事 土木一式工事（土）

○ほ装工事（ほ）

○電気工事（電）

○とび・土工・コンクリート工事（と）

○塗装工事（塗）

○鋼構造物工事（鋼）

グラウト工事 土木一式工事（土）

○とび・土木・コンクリート工事（と）

一般建築工事 建築一式工事（建）

○大工工事（大）

○左官工事（左）

○とび・土工・コンクリート工事（と）

○石工事（石）

○屋根工事（屋）

○タイル・れんが・ブロック工事（タ）

○鋼構造物工事（鋼）

○鉄筋工事（筋）

○板金工事（板）

○ガラス工事（ガ）

○防水工事（防）

○内装仕上工事（内）

○建具工事（具）

○清掃施設工事（清）
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管工事 管工事（管）

○水道施設工事（水）

電気工事 電気工事（電気）

○消防施設工事（消）

通信設備工事 電気通信工事（通）

注

１ 工事種別ごとに工事が発注される。この場合別表右欄の最初に記録されている建設工事の種類の許可を受けてい

る者が、左欄の工事種別への入札参加資格を得ることができる。（○印以外）

２ 左欄の工事種別で右欄の○印の工事の種類で工事が単体発注される場合は、○印の許可を受けている者も入札参

加資格を得ることができる。
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様式第１号を次のように改める。
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様式第１号（第６条関係）　　（1/3）

印

＊申請時と異なる場合に記入

０５

０６

０７　主たる営業所

－

０８

＊法人・・・１、個人・・・２

＊有・・・１、無・・・２

千円

０９

＊加入・・１、未加入・・２

１０

＊取得済・・１、未取得・・

＊取得済・・１、未取得・・２

１１

＊有・・１、無・・２

１２ ※以下については土木一式及び建築一式を申請する県内業者のみ記入してください。

＊登録あり・・１、登録無・ 平成 年 月 日

＊登録あり・・１、登録無・ 平成 年 月 日

＊登録あり・・１、登録無・ 平成 年 月 日

１３

人

＊有（法定義務達成）・・１、有（法定義務未達成）・・２、対象外・・３ 人

１４

＊有・・１、無・・２

１５ １６

＊有・・１、無・・２

＊土木一式を申請する場合のみ ＊会社全体での取得数を記入

１７ １８ １９

＊有・・１、無・・２ ＊有・・１、無・・２

＊土木一式を申請する場合のみ

建設業労働災害防止協会加入の有無

H19年度

H20年度

新分野進出実績の有無

＊有・・１、無・・２

登録年月日：

しまね・ハツ・ブランド登録の有無

除雪業務契約実績の有無

ハートフルしまね

＊CPDSは土木一式を申請する場
合、CPDは建築一式を申請する場
合に記入

＊認定済・・１、未認定・・２

次世代育成支援行動計画策定の有無

ＣＰＤＳユニット数 ＣＰＤユニット数

＊対象（従業員301人以上）・・１、対象外・・２

河川・海岸愛護団体

こっころカンパニーの認定

エコアクション２１認証取得

県内営業所の有無

次世代育成支援行動計画策定

登録年月日：

登録年月日：

ハートフルロードしまね

障害者の法定雇用義務

郵便番号

大臣・知事コード 許可番号

０１　建設業許可番号（申請時）

建設業退職金共済制度

法人／個人区分

カナ

代表者氏名

申請者

兼業の有無

０４　建設業許可番号（経営事項審査時）

大臣・知事コード

ＩＳＯ９０００認証取得

商号又は名称

資本金

所在地

受　　付　　印

建設工事入札参加資格審査申請書（新規・追加）

申請年月日：　　　　　年　　　月　　　日

ＩＳＯ１４００１認証取得

ＦＡＸ番号

所 在 地

商号又は名称

代表者氏名

月 日 許可番号

０２　許可年月日

カナ

代表者役職

障害者雇用数

法定雇用義務数

＊取得済・・１、未取得・・２

電話番号

島根県知事　様

０３　審査基準日

年 月 日年
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　　　　　　　　　　　　　　（2/3）

20　工　事　 　 　 　 　

一般土木 舗装 鋼橋上部
ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ

港湾 機械設備 塗装 造園

希望の有無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無 有　・　無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無 有　・　無

完成工事高

希望の有無 有　・　無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無 有　・　無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無 有　・　無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無 有　・　無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

希望の有無

完成工事高

許可業種その他

工事種別毎の合計

土木一式

建築一式

大工

左官

とび・土工
コンクリート

石

屋根

電気

管

タイル・れん
が・ブロック

鋼構造物

鉄筋

ほ装

しゅんせつ

板金

ガラス

塗装

防水

内装仕上

機械器具設置

熱絶縁

電気通信

造園

さく井

建具

水道施設

消防施設

清掃施設

区　分
希望業種
に○印を

記入

島　根　県　が　定　 　 　 　 　 　 　 　許可業種
一般：１
特定：２
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　 　 　 分　割　内　訳　書

さく井
冷暖房
衛生設備

法面処理 維持修繕 グラウト 一般建築 管 電気 通信設備
　その他
　工事種別

有　・　無 有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無

有　・　無

有　・　無 有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

（単位：千円）

　 　 　 　定　め　る　発　注　工　事　種　別
希望業種の
合計
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　　　　　　　　　　　　　　　（3/3）

21　技術者の内訳

一級 人

二級 人

一級 人

土木 人

鋼構造物塗装 人

薬液注入 人

一級 人

建築 人

躯体 人

仕上げ 人

一級 人

二級 人

一級 人

二級 人

一級 人

二級 人

一級建築士 人

二級建築士 人

木造建築士 人

第一種 人

第二種 人

電気事業法 電気主任技術士 第一種～第三種 人

電気通信事業法 電気通信主任技術者 人

水道法 給水装置工事主任技術者 人

甲種消防設備士 人

乙種消防整備士 人

地すべり防止工事士 人

建築設備資格者 人

一級計装士 人

人

人

建設 人

建設「鋼構造及びコンクリート」 人

農業「農業土木」 人

電気電子 人

機械 人

機械「流体工学」又は「熱工学」 人

上下水道 人

上下水道「上水道及び工業用水道」 人

水産「水産土木」 人

森林「林業」 人

森林「森林土木」 人

衛生工学 人

衛生工学「水質管理」 人

衛生工学「廃棄物管理」 人

人

人

人

人

人

人

合計（延人数） 人

実　　人　　数 人

22　申請事務担当者

部署名： 担当者氏名：　　　　　　　 電話番号：

技術士法

職業能力開発促進法
（資格区分欄について
は具体的な資格名を記
載した上で人数を記載
すること。）

消防法

舗装施工管理技術者
一級

二級

人　　数

建設業法

建設機械施工技士

土木施工管理技士
二級

建築施工管理技士
二級

電気工事施工管理技士

管工事施工管理技士

造園施工管理技士

建築士法 建築士

電気工事士法 電気工事士

資　　格　　区　　分
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号外第39号 島 根 県 報 平成23年３月25日

様式第５号及び様式第６号を次のように改める。
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（第６条関係）様式第５号

島根県の部局別発注建設工事の種類別完成工事高一覧表〔土木一式工事〕

発 注 者 名 称 管 内 許 可 番 号 商号又は名称・代表者氏名

（ ）大臣・知事 般・特－

第 号

年 番 工 事 金 額
工 事 名 工 期 （着 手・竣 工） 評 定 点

度 号 （最終請負額）

１ 円 年 月 日～ 年 月 日

２ 円 年 月 日～ 年 月 日

３ 円 年 月 日～ 年 月 日

４ 円 年 月 日～ 年 月 日

５ 円 年 月 日～ 年 月 日

６ 円 年 月 日～ 年 月 日

年 ７ 円 年 月 日～ 年 月 日

８ 円 年 月 日～ 年 月 日

９ 円 年 月 日～ 年 月 日

10 円 年 月 日～ 年 月 日

度 11 円 年 月 日～ 年 月 日

12 円 年 月 日～ 年 月 日

計 箇 所 円

１ 円 年 月 日～ 年 月 日

２ 円 年 月 日～ 年 月 日

３ 円 年 月 日～ 年 月 日

４ 円 年 月 日～ 年 月 日

５ 円 年 月 日～ 年 月 日

６ 円 年 月 日～ 年 月 日

年 ７ 円 年 月 日～ 年 月 日

８ 円 年 月 日～ 年 月 日

９ 円 年 月 日～ 年 月 日

10 円 年 月 日～ 年 月 日

度 11 円 年 月 日～ 年 月 日

12 円 年 月 日～ 年 月 日

計 箇 所 円

＊
合 計 Ａ 箇 所 Ｂ

注１．発注部局別【県土整備事務所、支庁、農林振興センター、その他】ごとに別様として作成し、発注者名称欄にそれぞれの発

注部局名を記入すること。

２．管内欄に本社所在地を管轄する各県土整備事務所又は隠岐支庁県土整備局を記入すること。

． （ 。） 。３ 工事欄に資格審査を申請する年度の直前２年度において県から受注した土木一式工事 元請工事に限る を記載すること

４．工事金額は消費税及び地方消費税を含めた額とすること。 ＊

５．＊欄は記載しないこと。 Ｂ

６．該当する工事評定通知の写しを添付すること （ ≒。 ただし、土

Ａ木部・農林水産部・総務部発注の工事は除く ）。
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島根県の部局別発注建設工事の種類別完成工事高一覧表〔建築一式工事〕

発 注 者 名 称 管 内 許 可 番 号 商号又は名称・代表者氏名

（ ）大臣・知事 般・特－

第 号

年 番 工 事 金 額
工 事 名 工 期 （着 手・竣 工） 評 定 点

度 号 （最終請負額）

１ 円 年 月 日～ 年 月 日

２ 円 年 月 日～ 年 月 日

年 ３ 円 年 月 日～ 年 月 日

度 ４ 円 年 月 日～ 年 月 日

計 箇 所 円

１ 円 年 月 日～ 年 月 日

２ 円 年 月 日～ 年 月 日

年 ３ 円 年 月 日～ 年 月 日

度 ４ 円 年 月 日～ 年 月 日

計 箇 所 円

１ 円 年 月 日～ 年 月 日

２ 円 年 月 日～ 年 月 日

年 ３ 円 年 月 日～ 年 月 日

度 ４ 円 年 月 日～ 年 月 日

計 箇 所 円

１ 円 年 月 日～ 年 月 日

２ 円 年 月 日～ 年 月 日

年 ３ 円 年 月 日～ 年 月 日

度 ４ 円 年 月 日～ 年 月 日

計 箇 所 円

１ 円 年 月 日～ 年 月 日

２ 円 年 月 日～ 年 月 日

年 ３ 円 年 月 日～ 年 月 日

度 ４ 円 年 月 日～ 年 月 日

計 箇 所 円

＊
合 計 Ａ 箇 所 Ｂ

注１．発注部局別【県土整備事務所、支庁、農林振興センター、その他】ごとに別様として作成し、発注者名称欄にそれぞれの発

注部局名を記入すること。

２．管内欄に本社所在地を管轄する各県土整備事務所又は隠岐支庁県土整備局を記入すること。

． （ 。） 。３ 工事欄に資格審査を申請する年度の直前５年度において県から受注した建築一式工事 元請工事に限る を記載すること

４．工事金額は消費税及び地方消費税を含めた額とすること。

５．＊欄は記載しないこと。 ＊

６．該当する工事評定通知の写しを添付すること （ Ｂ。 ただし、土

≒木部・農林水産部・総務部発注の工事は除く ）。

Ａ

 号外第 39号                 島  根  県  報             平成 23年３月 25日    

                                                                              

 

 
12



（ａ）

（ｂ）

（ｃ）

（ｄ）

１

２

３

４

５

注

（ａ）＋（ｂ）×0.5－{（ａ）＋（ｂ）×0.5}×（ｃ）／100

身体障害者手帳の番号 障害等級等

　（ｄ）×０．０１８

２．個別の状況

※障害者雇用の義務がある事業者のみ記入すること。

「身体障害者手帳等の番号」欄は、交付された身体障害者手帳、療育手帳等の番号に
ついて、1人につき１行に記入し、1人の者が複数の手帳を有する場合も１行に記入す
ること。

従業員のうち障害者数

除外率

※障害者雇用の義務がある事業者のみ記入すること。

法定雇用義務数の算定の基礎となる従業員数

法定雇用義務数
※障害者雇用の義務がある事業者のみ記入すること。

様式第６号（第6条関係）

商号又は名称

基準日

従業員数（短時間勤務者数を除く。）

短期勤務者数（週２０時間以上３０時間未満）

障　害　者　雇　用　状　況　調　書
１．全体の状況
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号外第39号 島 根 県 報 平成23年３月25日

様式第８号を次のように改める。
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（第６条関係） その１様式第８号

新分野進出申告書（新規分）

年 月 日

（申請者）

住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

、 。年度の島根県建設工事入札参加資格の新分野進出について 下記のとおり申告します

記

１．新分野の事業分野：大分類 ※１

２．新分野進出の手法（○で囲む） 自社ア

（注）イ又はウの場合、新設会社の内容を イ 新会社を設立

記入する。 ※２ 共同出資にて新会社を設立ウ

新設会社名）（

代表者名）（

所在地）（

電話番号）（

３．新分野へ進出した年月日 年 月 日

（注）２－イ又はウの場合は、設立年月日

４．支出金額（支出年月日） ※３ 円（ 年 月 日）

５．事業計画等

（注）事業内容、規模、雇用の状況がわか

るように記載する。

対象期間： 年 月 日から 年 月 日までの新分野進出（300万円以上の投資必要）

※１ 以下の日本標準産業分類のなかから記入する。

、 、 、 、（ ）、 、 、 、 、Ａ農業 Ｂ林業 Ｃ漁業 Ｄ工業 Ｅ建設業 Ｆ製造業 Ｇ電気・ガス・熱供給・水道業 Ｈ情報通信業 Ｉ運輸業

Ｊ卸売・小売業、Ｋ金融・保険業、Ｌ不動産業、Ｍ飲食店・宿泊業、Ｎ医療・福祉、Ｏ教育・学習支援業、Ｐ複合サー

ビス業、Ｑサービス業（他に分類されないもの 、Ｒ公務（他に分類されないもの 、Ｓ分類不能の産業） ）

※２ 新分野への参画がわかるものの例として、進出前後の登記簿謄本、株主総会、取締役会での議事録の写しなど建設

業以外の産業分類の事業を行っていなかったことを証明する書面を提出する。また、イ又はウの場合は、商業登記

簿謄本及び定款の写し等を提出する。

※３ 複数の支出を行った場合は、300万円以上になった時点の年月日を記入する。

また、新分野進出に要した支出を証明する書面（300万円以上）の写しを添付する。

（書面例：補助簿及び総勘定元帳、領収書、振込通知書等で支出が確認できるものの写し）

（その他の添付資料）

個人事業者を除き、新分野進出に係る株主総会又は取締役会等の議事録の写し
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（第６条関係） その２様式第８号

新分野進出申告書（継続分）

年 月 日

（申請者）

住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

、 。年度の島根県建設工事入札参加資格の新分野進出について 下記のとおり申告します

記

１．新分野の事業分野：大分類 ※１

２．新分野進出の手法（○で囲む） ア 自社

（注）イ又はウの場合、新設会社の内容を イ 新会社を設立

記入する。 ※２ ウ 共同出資にて新会社を設立

（新設会社名）

（代表者名）

（所在地）

（電話番号）

３．新分野へ進出した年月日 年 月 日

（注）２－イ又はウの場合は、設立年月日

４．支出金額 ※３ 年度： 円

年度： 円

年度： 円

５．事業計画等

（注）事業内容、規模、雇用の状況がわか

るように記載する。

対象期間： 年 月 日以降新分野進出し 年 月 日現在まで３年以上継続して事業を継続

※１ 以下の日本標準産業分類のなかから記入する。

、 、 、 、（ ）、 、 、 、 、Ａ農業 Ｂ林業 Ｃ漁業 Ｄ工業 Ｅ建設業 Ｆ製造業 Ｇ電気・ガス・熱供給・水道業 Ｈ情報通信業 Ｉ運輸業

Ｊ卸売・小売業、Ｋ金融・保険業、Ｌ不動産業、Ｍ飲食店・宿泊業、Ｎ医療・福祉、Ｏ教育・学習支援業、Ｐ複合サー

ビス業、Ｑサービス業（他に分類されないもの 、Ｒ公務（他に分類されないもの 、Ｓ分類不能の産業） ）

※２ 新分野への参画がわかるものの例として、進出前後の登記簿謄本、株主総会、取締役会での議事録の写しなど建設

業以外の産業分類の事業を行っていなかったことを証明する書面を提出する。また、イ又はウの場合は、商業登記

簿謄本及び定款の写し等を提出する。

※３ 支出金額については申請年度、申請日の前年度、申請日の前々年の状況について記入すること。

また、新分野進出に要した支出を証明する書面の写しを添付する。

（書面例：補助簿及び総勘定元帳、領収書、振込通知書等で支出が確認できるものの写し）

（その他の添付資料）

事業の状況がわかるパンフレット、写真など参考資料を添付
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号外第39号 島 根 県 報 平成23年３月25日

様式第12号を次のように改める。
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様式第12号（第6条関係）

住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

１．ハートフルしまね活動実績

実施年月日 活動場所 延長等 活動内容 参加人数 備　考

1

2

3

4

２．旧ハートフルロード活動実績

実施年月日 活動場所 延長等 活動内容 参加人数 備　考

1

2

3

4

３．旧河川・海岸愛護団体活動実績

実施年月日 活動場所 延長等 活動内容 参加人数 備　考

1

2

４．記入要領

＊内容についての関係機関の証明は不要です。
＊実施団体名：申請者と登録している団体名が異なる場合に記入してください。
＊活動実績の対象期間：　　　年　月　日から　　　年　月　日です。
＊ハートフルしまねの愛護団体登録を受けている場合は、２回の活動実績を記入してください。(ただし、
　道路の美化活動の場合は４回の実績を記入してください。）
＊ハートフルロードしまねあるいは河川・海岸愛護団体で認定を受けている場合は、上記期間のうち、ハ
　ートフルロードしまねは４回、河川・海岸愛護は２回の活動実績を記入してください。
＊延長等：延長距離、実施面積等を記載してください。不明な場合は記載不要です。
＊参加人数：貴社の参加人数を記載してください。

実施団体名（登録名が
異なる場合に記入）

申
請
者

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 実 績 報 告 書
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号外第39号 島 根 県 報 平成23年３月25日

様式第12号の次に次の１様式を加える。
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様式第13号(第６条関係）

　　　　　　年　　月　　日

住　　　所

商号又は名称

代表者氏名

受講人数 備考

1

2

3

4

5

6

7

※　安全衛生講習修了証（写）も併せて提出してください。

合計

現場管理者統括管理講習

足場の組立等作業主任者能力向上教育（定期）

店社安全衛生管理者能力向上教育（初任時）

受講講習名

労働安全講習受講実績報告書

安全衛生推進者能力向上教育（初任時）

総合工事業者のためのリスクアセスメント

建設業職長のためのリスクアセスメント

職長・安全衛生責任者教育
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号外第39号 島 根 県 報 平成23年３月25日

附 則

この告示は、平成23年４月１日から施行する。

島根県告示第235号

島根県入札監視委員会設置要綱（平成13年島根県告示第856号）の一部を次のように改正する。

平成23年３月25日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第２条第３号を次のように改める。

⑶ 次に掲げる事項に係る再苦情処理についての審議及び報告を行うこと。

ア 入札及び契約の過程並びに工事成績評定

イ 指名停止又は警告若しくは注意の喚起

第７条第３項中「50日」を「30日」に改める。

附 則

この告示は、平成23年４月１日から施行する。
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